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１．背景・事業目的 

昨今、特殊詐欺、SNS 型投資・ロマンス詐欺の被害が急増しており、被害総額

は、2024 年中で合計約 1,990 億円（前年比＋約 1,083 億円）と過去最悪となっ

ている。また、こうした金融犯罪の被害金は犯罪組織により次々と移転（マネー・

ローンダリング）され、更なる犯罪への活動資金源ともなっている。このため、

金融犯罪への対策が急務となっている。 

政府としても、こうした情勢を踏まえ、「国民を詐欺から守るための総合対策

2.0」を策定したところ（2025 年４月犯罪対策閣僚会議決定）、その施策の一つ

に「預金取扱金融機関間において不正利用口座に係る情報を共有しつつ、速やか

に口座凍結を行うことが可能となる枠組みの創設について検討する」旨が盛り

込まれた。 

これまで、預金取扱金融機関は、預金口座や取引履歴をモニタリングし、犯罪

者の口座を検知した場合には、口座を凍結して犯罪の拡大を防ぎ、また、詐欺被

害が疑われる送金を検知した場合には、被害者に連絡して詐欺被害の拡大防止

に努めてきた。しかしながら、個別の預金取扱金融機関が把握できる情報は限定

的であり、犯罪者の口座や詐欺被害が疑われる送金を検知することには限界が

あるのが実情である。そのため、預金取扱金融機関全体で犯罪者の口座情報を即

時に連携する枠組みを構築することにより、犯罪者が管理する口座を芋づる式

に検知し、金融犯罪の被害を未然に防止すること及び犯罪者から口座悪用の機

会をはく奪することが重要である。 

こうした背景を踏まえ、補助事業により、補助金の交付を受けようとする事業

者（以下「補助事業者」という。）における、預金取扱金融機関間で不正利用口

座の情報を共有するシステム（以下「情報共有システム」という。）の開発・実

装に係る経費の一部を補助することにより、口座不正利用対策の高度化を推進

させることを目的とするものである。 

 

２．事業内容 

（１）事業概要 

本事業は、補助事業者が、口座不正利用対策の高度化のために必要となる情報

共有システムの開発・実装に係る経費の一部を預貯金口座不正利用対策高度化

推進事業費補助金（以下「補助金」という。）により補助するものである。 
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（参考）事業イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）補助事業の対象となる事業者の要件 

 本事業の対象となる補助事業者は、以下の要件をいずれも満たす法人に限る。 

(ア) 日本国内において登記された株式会社又は一般社団法人であり、国内に

拠点を有していること 

(イ) 本事業の補助対象である情報共有システムを開発し、適切に運用するた

めの金融実務及び技術に関する知見を有していること 

(ウ) 営利を主目的とせず、低廉な利用料の設定を含め全ての預金取扱金融機

関の参加を前提とした事業計画を策定すること 

(エ) 補助事業者が他に業務を営む場合には、本事業の補助対象である情報共

有システムによる利用金融機関への役務提供を、当該他の業務に係る契約

獲得等に利用しないこと 

(オ) 本枠組みに基づく情報の取扱いに係るルールを策定し、利用金融機関の

遵守状況を適切に監視する能力を有していること 

(カ) 情報共有システムを用いて実施する業務を的確に遂行するために必要

な組織、人員等を有していること 

(キ) 情報共有システムを用いて実施する業務を円滑に遂行するために必要

な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有しているこ

と 

(ク) 補助事業実施期間中に発生する経費を支払うことが可能な財政状態で

情報共有システムの構

築に係る経費の一部を

補助（補助金支払） 

情報共有システム運営主体 

他の利用金融機関 他の利用金融機関 

不正利用 

口座情報 凍結 凍結 
不正利用 

口座情報 

利用金融機関 

（情報共有元） 

② 共犯者の

口座 
① 犯罪者の

口座 

 同一名義

送金 

情報提供 

登録・蓄積 

犯罪者の 

口座 
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あること 

(ケ) 補助事業の実施期間中及び終了後５年度までの間、金融庁の求めに応じ

て、指定の方法で事業の活動状況・成果などを報告可能であること 

(コ) 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題

を抱えていないこと 

 

（３）補助対象経費 

 本事業において、補助の対象となる経費は、以下の情報共有システムの構築経

費とする。 

① 不正利用口座情報の登録・蓄積・提供機能 

② 情報セキュリティ監視機能 

③ 情報共有システム基盤（情報共有システムを効果的に運用するための基盤） 

 これらは、補助事業者が口座不正利用対策の高度化に資する情報共有システ

ムを構築するために必要と考えられる経費であり、具体的には別添１を参照の

こと。 

 

（４）事業の完了 

本事業に採択された場合、補助事業に係る設備の構築等に係る発注等、速や

かに事業に着手し、2026 年度末までに事業完了（設備の構築・取得が完了及び

経費の額の確定をいう。以下同じ。）することとする。 

 

（５）補助事業者の義務・留意事項等 

補助金の利用に際しては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30 年法律第 179 号）」等、「預貯金口座不正利用対策高度化推進事業費補

助金交付要綱」を理解のうえ、また、以下の点についても十分に認識した上で全

ての手続きを適正に行うこと。 

① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその

内容に虚偽の記述を行わないこと。 

② 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合に

は、金融庁として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施す

る。なお、事業に係る取引先（請負先、委託先（２段階以上の委託先を含

む）等）に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会い

のもとに必要に応じ現地調査等を実施する。その際、補助金の受給者から取

引先に対して協力を依頼すること。 

③ 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、補助金に係る交付決定

の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金
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（年10.95％の利率）を加えた額の返還を求める。併せて、金融庁から新た

な補助金交付の選定、調達の指名を一定期間（最大36ヵ月）行わないこと等

の措置を執るとともに当事業者の名称及び不正の内容を公表する。 

④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条にお

いて、刑事罰等を科す旨規定されている。あらかじめ補助金に関するそれら

規定を十分に理解した上で本事業の申請手続を行うこと。 

⑤ 金融庁から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた

経費については、補助金の交付対象とはならない。 

⑥ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは

補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする

場合の契約（契約金額200万円未満のものを除く）に当たっては、金融庁か

ら補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の

相手方とすることは原則できない（２段階以上の委託先も同様。）。 

⑦ 補助金で取得、または効用の増加した財産(取得財産等)を処分（補助金の

交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供する

こと）しようとする時は、事前に処分内容等について金融庁の承認を受けな

ければならない。 

なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがある。 
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３．公募申請手続き 

補助事業の流れ 

 
 

（１）公募申請期間 

○ 公募申請期間及び補助事業実施期間は以下のとおり。 

公募申請・事業実施期間 

公募申請期間 2026 年１月９日～2026 年２月 13 日 17：00 

補助事業実施期間 交付決定後、2027 年 3 月 31 日まで  

※詳細日時は別途指定 

（注１）公募申請期間以降の提出（修正、差し替え、追加を含む）は受け付けない。 

（注２）郵送、持参による提出は受け付けない。また、資料に不備がある場合は

審査対象にならないため注意すること。 

 

（２）公募申請書類  

申請者は、金融庁に対し、以下の書類を提出すること。提出先の詳細について

は、５．各種問い合わせ先を参照のこと。 

・申請書（別紙様式第１） 

・提案書（別紙様式第２） 

①公募

②公募申請書提出

③採択

④交付申請

⑤交付決定

⑥状況報告
※提出の求めがあった場合

⑦中間検査
※必要に応じて

⑧実績報告

⑨確定検査（交付額の確定）

⑩補助金の請求

⑪補助金の支払

金
融
庁

補
助
事
業
者
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〇提案書の添付資料として、次の事項を記載した書面を添付すること。 

・ 申請者の営む主な事業 

・ 申請者の資産及び負債に関する事項  

・ 補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、

負担額及び負担方法 

・ 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項 

・ 申請者の役員等名簿 

・ 申請者の直近２か年分の決算報告書（財務諸表・損益計算書） 

・ 構築スケジュール・実施体制図 

・ 支出計画・資金調達内訳の詳細 

・ 会社概要（パンフレット等・任意） 

 

（注１）申請書類に記載された情報については、本事業の採択に関する審査、管

理、確定、精算、政策効果検証といった、一連の業務遂行のためにのみ使用す

る。なお、申請書類は返却しない。 

（注２）申請書類の作成費は、選定の正否を問わず支給しない。 

（注３）提案書に記載する内容は、今後の事業実施の基本方針として審査の対象

になるため、実施期間内で実現が確約されることのみ表明すること。なお、

採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があっ

た場合には、不採択となることがある。 

 

４．審査・採択方法 

（１）審査方法 

関係分野の外部専門家で構成された審査委員会において、以下の項目につい

て審査を行う。原則として、提出された書類及びプレゼンテーションにより審査

を行う。必要に応じて追加資料の徴求を行う。 
 評価項目 概要 

提
案
内
容 

事業内容 

事業の実現性 

・事業の実現可能性 

・事業計画の妥当性 

・経費の妥当性 

事業の具体性 

・情報の登録・蓄積・提供に関するシス

テムの概要 

・情報の登録・蓄積・提供に関する事務

フロー 

・情報の取扱いに係るルール及び当該ル

ールを利用金融機関に順守させる方策 
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 評価項目 概要 

・利用金融機関への業務サポート能力 

事業の 

持続可能性 

・情報共有システムの拡張性 

・業務の持続性 

補
助
事
業
者 

事業者 

特性 

事業者の 

能力・実績 

・事業遂行能力（システム面等で外注す

る場合はそれらのベンダーを含む） 

・複数の金融機関が共同利用する業務又

はシステムインフラの開発・運営実績 

内部管理体制・ 

組織体制 

・経営管理体制 

・法令遵守体制等 

財政状況 

・財務内容の健全性 

・補助対象事業単体における健全性・ 

収益性 

・当事業への投資方針（親会社からの支

援を含む） 

政
府 

政策面 金融庁の政策面 

・口座不正利用対策の高度化に対する効

果 

・利用金融機関の口座不正利用対策の効

率化への寄与 

そ
の
他

プレゼンテ

ーション 

プレゼンテーシ

ョンによる評価 

・申請内容のプレゼンテーションによる

評価 

 ※内容に相違や不足などが無いか提出前に十分に確認を行い申請すること。 

 ※審査は非公開で実施する。 

 

（２）補助金交付の要件 

① 採択予定件数 

提案内容を踏まえた審査により、１事業者を選定。 

② 経費区分及び補助率 

予算総額は 3.175 億円（令和７年度補正予算）であり、補助事業者への最終的

な交付決定額は、公募申請書類を精査した上で決定することとする。 

補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計を補助上限

額の範囲内で補助する。 
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補助対象経費区分 

（①～③の構築経費） 

① 不正利用口座情報の登録・蓄積・提供機能 

② 情報セキュリティ監視機能 

③ 情報共有システム基盤（情報共有システムを効果

的に運用するための基盤） 

補助率 １/２以内 

補助上限額 3.175 億円 

 

③ 支払時期 

補助金の支払いは、事業完了後の精算払とする。 

 

④ 支払額の確定方法 

事業完了後、補助事業者の提出する実績報告書に基づき支払額を確定する。支

払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要した

と認められる費用の合計となるため、全ての支出には、その収支を明らかにした

帳簿類及び領収書等の証拠書類の提出が必要となる。 

また、支出額及び内容について厳格に審査した結果、支払額の対象外となる可

能性がある。 
 

（３）採択結果の決定及び通知 

採択された申請者については、金融庁のウェブサイトで公表するとともに、当

該申請者に対し、その旨を通知する。 

 

（４）補助対象経費からの消費税額の除外 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）が含まれて

いる場合、交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を

求める。これは、補助事業者が消費税などの確定申告時に、仕入控除として消費

税等の額のうち、補助金充当額について報告させ、返還を命じることにより、補

助事業者に仕入控除とした消費税等の額の内補助金充当額が滞留することを防

止するために規定されているものである。 

しかし、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告であり、

失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手

続回避の観点から、申請時の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対

象経費から除外して補助金額を算定した申請書類の提出を求める。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すお

それがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるもの

とする。なお、事業者側が、消費税等を補助対象経費としないことを要望すれば
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この限りではない。 

※ 消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る

仕入控除税額が発生することによる報告及び返還が発生する場合があるので

注意すること。 

①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

②免税事業者である補助事業者 

③簡易課税事業者である補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消

費税法別表第 3に掲げる法人の補助事業者に掲げる法人の補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額

確定後の返還 

 

５．各種問い合わせ先 

〒100-8967 東京都千代田区霞が関 3－2－1 中央合同庁舎第７号館 

金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室 

E-mail: aml.hojokin@fsa.go.jp  

（注）問い合わせは電子メールによるものとし、件名（題名）を必ず「預貯金

口座不正利用対策高度化推進事業」とすること。他の件名（題名）では問い

合わせに回答できない場合があるので留意すること。 

 

 

別添１ 補助対象となる経費 

対象経費となるものは、以下のとおりとする。以下に記載するものに形式的に

該当する場合であっても、補助事業者における具体的な取組の態様や補助事業

の目的に鑑み、個別にその該当性を検討した結果、対象経費とはならない場合が

あることに留意が必要である。また、交付された資金が公正かつ効率的に使用さ

れることが重要であることから、事業者が契約を締結する際には、一般の競争に

付すことが困難又は不適当である場合を除き、一般の競争に付すことが必要で

ある。 

 

（１）補助対象経費（情報共有システムの構築経費）  

情報共有システムに係る構築経費は、以下のとおり。  

① 不正利用口座

情報の登録・蓄

預金取扱金融機関から提供を受けた不正利用口座の情報

を登録・蓄積し、他の預金取扱金融機関へ提供する機能 
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積・提供機能 

② 情報セキュリ

ティ監視機能 

情報セキュリティを確保するためのシステム稼働状況等

の監視機能の開発経費 

③ 情報共有シス

テム基盤（情報

共有システムを

効果的に運用す

るための基盤） 

預金取扱金融機関間で不正利用口座の情報を共有するた

めのシステム基盤の構築経費 

 

（開発経費の例） 

調査研究等経費 情報共有システムの整備に当たり、業務の設計、要件定

義を行う目的で行う現状分析、プロトタイプ作成、ドキ

ュメント作成支援、調査研究等に要する経費 

設計経費 情報共有システムの整備に際し、その開発に関する設計

書の作成に要する経費 

開発経費 情報共有システムの整備に際し、プログラミング、パラ

メータ設定等によるシステム開発（単体テストを含む。）

に要する経費 

据付調整経費 ハードウェアやラックの搬入・据付け、ネットワークケ

ーブルの敷設等、情報共有システムの物理的な稼働環境

の整備に要する経費 

テスト経費 情報共有システムの結合テスト、総合テスト及び受入テ

ストに要する経費 

プロジェクト 

管理支援経費 

情報共有システムの整備に伴うプロジェクト管理支援に

要する経費 

コンサルティン

グ費用 

情報共有システムの整備に伴う実施計画の作成・修正、

定期報告等対応のためのコンサルティングに係る費用 

設備整備等経費 情報共有システムを構成するハードウェアを設置する設

備、データ等を保管する設備又は運用事業者等が運用・

保守等を行うために駐在する施設の整備、改修等に要す

る経費 

ハードウェア 

買取経費 

情報共有システムを構築するためのハードウェア買取経

費 

ソフトウェア 

買取経費 

情報共有システムを構成するソフトウェア（プログラム

を含む。）製品のライセンスの買取（買取による更新を含

む。）に要する経費 
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※ 例示した経費についても情報共有システムの構築に係らない経費は、補助

対象経費とはならないため、情報共有システム構築に係る経費とその他の経

費を区分して管理すること。区分管理されていない場合は、補助対象経費と

して認められない可能性があるため留意すること。 

 

（２）補助対象とはならない経費 

補助金の対象経費とはならない例は、以下のとおり。  

① 補助事業者自らが負担・支払いを行うものではない経費 

② 補助事業者が、実施計画の実施期間内に完了（納品され、支払いが完了）

しなかったものに係る経費 

③ 情報共有システム構築に直接関係しない経費  

④ 実施計画の実施にかかわらず補助事業者の通常の業務運営において経常

的に発生すると認められる経費。例えば、以下のとおり。 

人件費 情報共有システム構築に直接従事する者以外の人件費 

旅費 国内出張及び海外出張に係る経費 

施設費用 営業所・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手

数料、水道光熱水費、電話代、インターネット利用料金

などの経費 

業務運用支援経

費 

情報共有システムの稼働に当たって、業務実施部門が行

う業務（データ作成（Web サイトや e ラーニングのコン

テンツ作成等）、データ受付・登録等）の運用支援に要す

る経費 

操作研修等経費 情報共有システムの利用に当たって、当該情報システム

部門の担当者又は情報システムの利用者に対する操作研

修等（教材作成・更新を含む。）に要する経費 

監査経費 情報共有システムについて、システム監査又は情報セキ

ュリティ監査の実施に要する経費 

情報セキュリテ

ィ検査経費 

情報共有システムについて、ペネトレーションテスト、

脆弱性診断等の情報セキュリティ検査・診断の実施に要

する経費 

広告宣伝費  事業の広告宣伝に類するものの費用 

アプリケーショ

ン保守経費 

開発した情報共有システムについて、障害や技術革新等

の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様ど

おり正常な状態に保つために行うアプリケーションプロ

グラムの改修、設定変更等に要する経費 

ハードウェア保 情報共有システムを構成するハードウェアについて、障
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守経費 害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システム

の機能を仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に

要する経費 

ソフトウェア保

守経費 

情報共有システムを構成するソフトウェア製品につい

て、障害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報シ

ステムの機能を仕様どおり正常な状態に保つために行う

業務に要する経費 

ハードウェア借

料 

情報共有システムを構成するハードウェアについて、そ

の使用に要する借料 

ソフトウェア借

料 

情報共有システムを構成するソフトウェア製品につい

て、その使用に要する借料 

サービス利用料 情報共有システムの稼働又は利用に当たって、ASP、SaaS、

PaaS、ホスティングサービスなどの利用に要する経費 

通信回線料 情報共有システムを構成するネットワークにおいて必要

となる通信回線の利用に要する経費 

施設利用等経費 運用事業者等が運用・保守等を行うために駐在する施設

の利用等に要する経費 

弁護士費用 訴訟等のために弁護士等に支払う費用  

違約金等 各種契約の解除等に伴って発生する経費（違約金・損害

賠償金・退職手当など） 

利息等 借入金などの支払利息及び遅延損害金 

税金等 公租公課等 

その他経費 その他、「（１）事業概要」を踏まえて、補助金の目的・

趣旨から適切でないと金融庁が判断するもの。 

※ 例示した経費を含めて、情報共有システム構築に関係しない業務に関

する経費は補助金の対象経費とならないため留意すること。 

 

 

別添２ 状況報告書で報告を求める項目 

交付要綱第 12 条に基づき、補助事業者は、金融庁の求めに応じて補助事業の

遂行状況を提出しなければならない。 

＜報告事項の例＞ 

① 不正利用口座情報

の登録・蓄積・提供

機能 

設計書類（基本設計書等）、状況報告書 
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② 情報セキュリティ

監視機能 

設計書類（基本設計書等）、状況報告書 

③ 情報共有システム

基盤（情報共有シス

テムを効果的に運用

するための基盤） 

設計書類（サーバ等の環境設計書等）、環境構築（状

況報告書） 

その他、必要に応じて

金融庁の求める事項 

 

 

 

別添３ 実績報告書で報告を求める項目 

交付要綱第 13 条に基づき行う実績報告書には、以下も含めること。 

＜報告事項＞ 

① 不正利用口座情報

の登録・蓄積・提供

機能 

設計書類（基本設計書等）、テスト結果 

② 情報セキュリティ

監視機能 

設計書類（基本設計書等）、テスト結果 

③ 情報共有システム

基盤（情報共有シス

テムを効果的に運用

するための基盤） 

設計書類（サーバ等の環境設計書等）、環境構築完了

（実績報告書） 

その他、必要に応じて

金融庁の求める事項 
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（別紙様式第１） 

年    月    日 
 

  金融庁長官 殿 

 
                                       申請者    住所  
                                         氏名   法人にあっては名称 
                                                 代表者の役職及び氏名 
 
 
「預貯金口座不正利用対策高度化推進事業費補助金」補助事業公募申請書 

 
 
 預貯金口座不正利用対策高度化推進事業費補助金の交付を受けたいので、必

要書類を添えて申請します。 

 また、申請者は実施要領に定める申請の対象となる事業者の要件を満たして

おり、不適当な者に該当しません。 

 この誓約が虚偽であり、またこの誓約に反したことにより、当方が不利益を

被ることになっても、異論は一切申し立てません。 

 

 

（注）公募申請書には、実施要領に記載する書面を添付すること。 
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（別紙様式第２） 

 

「預貯金口座不正利用対策高度化推進事業費補助金」提案書 

 

１．事業名称 

 

２．事業の目的、目標等 

 

 

３．事業の概要及び実施方法、事業計画、完了予定日 

 

＊事業の概要及び具体的な実施方法等（注）を記載すること。 

（注）補助事業者が他に業務を営む場合には、本事業の補助対象である情報共有シ

ステムによる利用金融機関への役務提供を、当該他の業務に係る契約獲得等に

利用することを防止するための措置について記載すること。 

＊本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載すること。 

４．補助事業の効果、補助事業終了後の対応、事業成果の活用・普及促進策 

 

＊補助事業としての事業期間が終了した後に期待される事業効果の発現の見通し

と、その成果の展開の方策について、説明すること。  
５．実施スケジュール 

 

＊３．の実施が月別に分かるように記載すること。 

６．事業実績 

 

＊国内外における類似事業の実施状況と、提案者における本事業の位置づけ 

 補助事業を提案者が実施することが望ましいことを説明すること。このとき、国

内外における類似事業の実施状況について例示し、その概要を記載した後、その中

で提案事業が貴社の中でどのような位置づけ（経営戦略等との関係性）があるかを

併せて説明すること。 

＊提案事業に係る事業 

今回、補助を希望する事業を提案者自身で先行的に行っている場合、又は過去に

行った経験がある場合には今回提案した目的・目標に関連させて、その状況を具体

的に記載すること。 

＊類似・関連事業に係る実績 

 補助事業を円滑に遂行するために、提案事業に関連のある事業を行っている場合

には、その実績等を示し、説明すること。 
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７．実施体制 

 

＊実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容、事業者内での管理系統等に

ついて説明すること。 

８．事業実施場所 

 

＊補助事業を実施する場所の名称・住所を記載。実施場所が複数の場合はすべて記

載し、主たる実施場所の順に記載すること。 

９．事業費総額（円）及び補助事業対象経費（円） 

＊記載している費目は例示。別添１補助対象となる経費の区分に応じて必要経費を

記載すること。 

＊積算内訳において項目毎の積算式（単価、数量、回数等、及びその根拠）を記入

すること。 

＊経費の執行に当たり留意事項等があれば資料により補足説明すること。 

＊複数の事業者による共同提案の際には、事業者毎に作成すること。 

情報共有システム構築費用 

①調査研究等経費 円 

②設計経費 円 

③開発経費 円 

④据付調整経費 円 

⑤テスト経費 円 

⑥プロジェクト管理支援経費 円 

⑦コンサルティング管理支援経費 円 

⑧施設整備等経費 円 

⑨ハードウェア買取経費 円 

⑩ソフトウェア買取経費 円 

⑪データ取得に係る経費 円 

⑫その他整備経費 

（その他の内訳） 

円 

 

小計                                 円 

消費税及び地方消費税                       円 

総額                                 円 

10．その他補足事項 

 

＊必要に応じ、補足事項を記載すること。 

 

（以上） 


